
姫路市清掃その他の措置における「区域外」の考え方（別紙２）

〈公募占用指針に係る留意事項における補足説明〉

○「区域内」とは、具体的に占用物件がある利便増進誘導区域内を指します。

交
差
点

交
差
点

交
差
点

交
差
点

占用する場所（区域内）

清掃・除草範囲（区域外）

交差点ごとの占用する場所における歩道範囲を清掃・除草範囲とする

○「区域外」とは、具体的に占用する場所を含む交差点から交差点までを指します。



歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域の全体図 姫路市
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位置図、対象面積及び主な道路付属物の状況（別紙１－１） 姫路市
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※1 照明灯、モニュメントの半径1m及びベンチを控除した面積
※2 エリアで算定する際の面積
※ 各面積は参考（実際と差がある可能性あり）
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位置図、対象面積及び主な道路付属物の状況（別紙１－２） 姫路市
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【2】 24.1 0 24.1

【3】 97.5 15.5 82.0

【4】 118.6 12.4 106.2

【5】 32.0 0 32.0

【6】 37.4 0 37.4
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【7】 97.5 12.4 85.1

【8】 118.2 14.9 103.3

【9】 51.1 3.1 48.0

※1 ※2

※1 照明灯、モニュメントの半径1m、およびベンチを控除した面積
※2 エリアで算定する際の面積
※ 各面積は参考（実際と差がある可能性あり）



その他留意事項について（別紙１－３） 姫路市

【1】 姫路市紺屋町５１地先

【2】 姫路市白銀町６７地先

【3】 姫路市白銀町６６地先

【4】 姫路市西二階町１２０地先

【5】 姫路市本町１２７地先

【6】 姫路市本町２３９地先

【7】 姫路市呉服町４９地先

【8】 姫路市二階町６０地先

【9】 姫路市綿町１０７地先

・別紙１－１における占用の場所

・別紙１－２における占用の場所

●道路の占用の場所一覧

●水道及び電気に関する使用上の注意
・散水栓の開栓手続き及び水道料金のお支払いは、事業者にて行ってください。

・大手前通りにあるコンセントはご使用いただけます。電気料金のお支払いに
ついては、毎月メーターをご確認いただき、その使用分を請求します。


